
 

令和６年度 
 

地区連合自治会活動支援補助金 
 

《補助金制度のご案内》 
  
 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    自治会・町内会の活性化及び良好な地域社会の維持、形成を目的として、各地区連合 

    自治会がより良い地域社会の実現のために行う事業に対して、補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

       【お問合せ先】 

                 高砂市役所 市民部 市民窓口室 地域振興課 

                 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 

                 Tel 443-9006  Fax 443-0009 

                 Email  tact1570@city.takasago.lg.jp  

  

申 請 期 間 
 

令和６年５月１日（水）～ ９月３０日（月） 



 １   

 

１ 申請期間 
    
   令和６年５月１日（水）から令和６年９月３０日（月）まで 

 

２ 補助金の交付対象となる団体 
      
     補助金申請できる団体は、高砂市内の地区連合自治会（８地区）です。 
 

３ 対象事業 
 
    補助金交付の対象となる事業は、次の要件全てを満たす事業です。  
      ⑴ 事業の実施主体が地区連合自治会であること。  

      ⑵ 年度内に完了する事業であること。 

      ⑶ 次の事業区分に該当する事業であること。 

事業区分 具体例 

安全安心推進事業 感染症対策消耗品の購入、各種講習会・防災訓練等の開催経費等 

 情報共有促進・ 

 デジタル化推進事業 

デジタル化導入研修会の開催経費、回覧板の購入、自治会ホーム

ページ作成経費等 

自治会加入促進事業 
加入促進ちらし作成、加入促進のぼり旗の作成、地域アンケート

実施経費等 

住民交流活性化事業 夏祭りの開催経費等 

     ・ 複数の事業で申請できますが、補助金交付額は交付上限額の範囲内となります。  

     ・ 年度の区切りなく行われる事業は、年度内の活動のみ交付対象として申請できます。  

 

  対象外
●

事業 

  次の事業は対象外となります。該当する可能性がある場合は、事前にお問い合せください。 

      ⑴ 国又は地方公共団体（外郭団体を含む。）から助成を受けている事業 

    ※事業名・団体名称が異なっている場合でも、事業の内容・団体の構成員等から 

      実質的に同一の事業と判断できるものについては対象外となります。 

      ⑵ 市が実施する事業と実質的に同一事業とみなされる事業 

      ⑶ 宗教的活動及び政治的活動を目的とする事業 

      ⑷ 団体の活動拠点となる施設等の整備を目的とする事業 

      ⑸ 特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

      ⑹ 公序良俗に反する事業 

        ⑺ 営利性のある事業 

        ⑻ これらの他、補助の趣旨に沿わないと判断される事業 

 

４ 補助金交付対象事業の実施期間 
 
    補助金交付決定の日（補助金申請書の提出から概ね１か月後）から令和７年２月末日まで 
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５ 補助金限度額 
 
   補助金限度額は、地区連合自治会に所属する世帯数（令和６年度の世帯数）に応じて算
出され、次に掲げる額の合計額（千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるも
の）です。 

   ㋐世帯割額・・・当該年度の予算を地区連合自治会に所属する世帯数で案分した額 

   ㋑均等割額・・・１地区連合自治会につき 75,000円 

 

    令和６年度の世帯数で算出した場合（補助金限度額の目安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 手続の流れとスケジュール 
 

内 容 スケジュール 

申 請 受 付 令和６年５月１日（水）から令和６年９月３０日（月）まで 

交 付 決 定 申請書提出から概ね１か月後  

概算払い請求 交付決定通知後（概ね１４日以内にご請求ください。） 

補助金交付 請求書の提出から概ね１か月後  

事業の実施 交付決定通知後から概ね令和７年２月末まで 

実 績 報 告 
①事業終了後３０日以内 

または②令和７年２月末日までのいずれか早い時期  

補助金額の精算・確定 実績報告書の提出後から概ね１か月程度で通知 

 ※「事業の実施過程でやむを得ず事業の中止または内容変更等が発生した場合」や

「実績報告書の提出がない場合」は、補助金をお支払いできないことや、概算払い

で支払われた補助金を返還していただくことがあります。 

     ※事業実施期間中、やむを得ない理由による申請内容の変更及び中止等の場合は、事前

相談のうえ、変更届等を提出していただきます。  

地 区 世帯数 ㋐世帯割額 ㋑均等割額 合 計 改め計 
(千円未満切り捨て) 

高砂町連合自治会 3,044世帯 55,865円 75,000円 130,865円 131,000円 

荒井町連合自治会 3,855世帯 70,749円 75,000円 145,749円 145,000円 

伊保連合自治会 5,438世帯 99,801円 75,000円 174,801円 175,000円 

中筋校区連合自治会 2,010世帯 36,889円 75,000円 111,889円 112,000円 

曽根連合自治会 3,823世帯 70,162円 75,000円 145,162円 145,000円 

米田町連合自治会 9,094世帯 166,898円 75,000円 241,898円 242,000円 

阿弥陀町連合自治会 3,642世帯 66,840円 75,000円 141,840円 142,000円 

北浜町連合自治会 1,787世帯 32,796円 75,000円 107,796円 108,000円 
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【参考】 補助金の対象となる経費 

 

支出項目 内      容 補助対象外
●

経費 

1 報償費 

事業に係る 外部講師・専門家・出演者などに対する謝礼 

※報償費の上限は、補助限度額の３割以内です。 

※報償費は１人 1 回あたり３万円を上限とし、複数回実施する

場合は、２回分（６万円）を上限とします。 

※講師が複数人の団体の場合は１団体 1 回６万円とします。 

主催関係者への謝礼

等 

2 旅費 

事業に係る 外部講師・専門家・出演者などに対する交通費、

旅費 

※事業実施に伴う研修、打合せ、講習会等の会議に団体の構成

員が出席するために、予め計上している旅費(使用者、日付、

行き先、交通手段が明確なものに限る)は対象となります。 

主催関係者への交通

費等(左記内容のも

のを除く。) 

3 消耗品費 事業に係る消耗品、材料の購入費、原材料費  
 

4 燃料費 事業に係る作業等の機械・本事業に使用する車両等の燃料費 
移動目的に使用する

燃料費 

5 印刷製本費 

事業に係るチラシ、パンフレット等の印刷費、デザイン費、資

料コピー費等 

※見積書及び仕様書等によって、内容が確認できるものに限り

ます。(領収書のみは不可) 

 

6 食糧費 事業に係る外部講師等の昼食代等に係る費用 団体会員の食糧費等 

7 通信運搬費 事業に係る郵便等の通信費 

私的使用による経費

と事業に係る経費が

明確に区別できない

もの 

8 保険料 事業実施に必要な、ボランティア保険等 
参加者が任意に加入

する保険料等 

9 広告宣伝費 
事業に係る テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等への広告掲載料、

新聞折り込み料等 

 

10 委託料 

事業に係る調査、資料作成、看板制作、翻訳等の委託料 

※仕様書等によって、委託業務内容が確認できるものに限りま

す。(領収書のみは不可) 

※10 万円（消費税込）を超えるものは２者以上で見積りをとり、

収支予算書に添付のうえ、提出してください。 

当該補助事業をその

まま再委託したもの 

11 
使用料及び

賃借料 

事業及びその打ち合わせに係る、会場借上げ、車両、機材、機

器等の賃借 

 

12 その他 
上記以外で、市長が補助対象事業の実施に特に必要であると認

めるもの 

 

 

※上記のほか、以下の経費についても対象外
●

となりますのでご注意ください。 

□ 備品購入費 

     （概ね１万円以上かつ耐用年数５年以上の物品は、「備品購入費」として取り扱います。） 
  □ 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持費 
□ 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用 

  □ 事業実施団体等が支払ったことが明確に確認できない経費 
  □ 事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費 
  □ その他事業に直接関係のない経費及び社会通念上適正でないと認めた経費 

 


